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1． 当クラスの目的と方針

 当クラスにおける目的と方針は、下記の通りである。

グローバル展開の事前準備および、グローバルマネジメントにおける
留意点と、その対応策について検討する。

 ICTベンチャーの事例を取り上げる。

グローバル展開にあたっての留意点と、その対応策を理解すること。目的

留意点
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2． グローバル展開にあたっての留意点 －サマリ－

 当クラスで扱う内容とICTベンチャーの紹介事例は、下記の通りである。

グローバル展開に
あたっての留意点

グローバル展開前の
事前準備

グローバルマネジメント
の留意点

国際機関による
グローバル展開支援

グローバル
アライアンス

海外子会社の
マネジメントチーム

グローバル人的資源

異文化への対応

グローバル展開と
各国の法律への対応

• EDBの支援によるエイチアイの
シンガポール進出

• マイクロアドによるmeromero 
parkの台湾進出

• Ｂ社の日本進出における現地
日本チーム

• リアルコムの海外拠点における
グローバル人材配置

ICTベンチャーの紹介事例

現地法人設立における
出資比率

• Ａ社の日本参入にあたっての
資本政策

• DeNAの中国進出にあたっての
法律対応

• 中国語版mixiのサービス
• オウケイウェイヴの逆ローカラ
イズ戦略
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3． グローバル展開前の事前準備 －サマリ－

 グローバル展開の事前準備で扱う内容は、下記の通りである。

グローバル展開に
あたっての留意点

グローバル展開前の
事前準備

グローバルマネジメント
の留意点

国際機関による
グローバル展開支援

グローバル
アライアンス

海外子会社の
マネジメントチーム

グローバル人的資源

異文化への対応

グローバル展開と
各国の法律への対応

• 日本国内だけではなく、海外のネットワー
クやサポートサービスを通じて、海外へ
の展開のきっかけになることもある。

• 自社の目的に応じたパートナーを選定す
ることで、パートナーの資源や能力など
を共有し、展開先の市場において競争優
位を獲得する。

グローバル展開前の事前準備
留意点サマリ

現地法人設立における
出資比率

• ジョイントベンチャーにおけるパートナー
間の出資比率により、その契約内容やコ
ントロールの度合いが決定される。
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4． 国際機関によるグローバル展開支援

 各地域において様々な国際機関が、企業のグローバル展開への支援を行っている。

 その主な内容は、各地域の市場・経済情報の提供、自国への外国企業の誘致、展開先市場における現地企業
とのネットワーク構築支援、進出企業に対する人材支援などがある。

【海外展開のサポートを行っている代表的な国際機関とサポート内容】

国際機関名
海外企業
誘致

ネットワーク
構築支援

アメリカ

カナダ
●

●

● ●

経済・市場
情報提供

イギリス

フランス

オランダ

●

●

●

●

●●

●

●

日本

中国

韓国

シンガポール

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

人材支援

●

●

●

●

●

●

●

●

●北米

市場

欧州

市場

アジア

市場

•ほとんどの州において、経済開発局を設置

•カナダ政府
(Government of Canada, Invest in Canada)

•英国大使館 貿易・対英投資部
(UK Trade & Investment )

•対仏投資庁
(Invest in France Agency )

•経済省企業誘致局
(Netherlands Foreign Investment Agency)

•日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization)

•中国国際貿易促進委員会
(China Council for the Promotion of International Trade )

•大韓貿易投資振興公社
(Korea Trade-Investment Promotion Agency)

•シンガポール経済開発庁
(Economic Development Board)
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4． 国際機関によるグローバル展開支援 －EDBによる支援－

 日本国内だけではなく、グローバル市場の情報収集や、海外のネットワークやサポートサービスを通じて、ベン
チャーにとってグローバル展開のきっかけになることもある。

【EDBによるエイチアイへのシンガポール進出の支援】

1961年に設立されたシンガポールに発展
をもたらすグローバル企業への支援機関

シンガポール経済開発庁
(Economic Development Board)

人材の支援

シンガポールでの
事業の発展

各種支援

海外展示会への出展を通して、EDBとのコ
ンタクトの機会を得る

•外国企業や起業家誘致を目的として、事業
設立の初期段階にある外国企業の従業員コ
スト負担支援。

•国内専門家の紹介・斡旋。

ネットワーク構築の支援
•展示会や交流会の主催、企業間のネット
ワーク円滑化など企業の事業活動がシンガ
ポールを超えて拡張するためのネットワーク
構築支援。

•現地企業の紹介

•現地のグローバル企業の紹介

•シンガポールに進出している日系の商社の
紹介

•現地で採用した人材コストの一部をEDBが負担

•事業展開上求められる専門家の紹介



10

5． グローバルアライアンス

 アライアンスとは、ある特定の目的に向けて結んだパートナー間の提携である。

 自社のアライアンスの目的に応じたパートナーを選定することで、パートナーの資源や能力などを共有し、展開
先の市場における競争優位を生み出す。

業
務
提
携

自社

パートナー

アライアンスのタイプ パートナー選定における４つの視点

サプライ
アライアンス

ラーニング
アライアンス

ポジショニング
アライアンス

お互いのリソースやノウハウを補強でき
るか？

技術や専門性などの共通基盤が同じ
パートナーと、シナジーを創出できる
か？

パートナーの市場でのプレゼンスを活
用し、新規顧客層の開拓や、自社の市
場シェア拡大を見込めるか？

相互に合意のとれた提携戦略を実行し、
お互いのリスクに対して調整し合いなが
ら、継続的な体制を構築できるか？

パートナーから経営資源を獲得する
ことを目的とした提携

パートナーとの相互学習を目的とし
た提携

パートナーの持つ市場や事業セグメ
ントの地位を獲得することを目的とし
た提携

相互補完性

共通基盤

適性規模

コントロール
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5． グローバルアライアンス －マイクロアドの台湾参入事例－

 パートナーとのアライアンスを通して、パートナーが展開先の市場ですでに築き上げてきた評判などを効果的に
利用し、新たな市場セグメントへの参入を可能にする。

 さらにパートナーが持っていなかった新規顧客層を開拓し、競合他社に比べて、市場でのプレゼンスを高めるこ
とができる。

•コミュニティサイ
トの運営経験

•自社のコミュニ
ティサイトからの
会員の誘導が可
能

•女性をターゲット
としたサービスの
展開能力

独自のコミュニティサイトから台湾独自の商習慣や文化の違いをローカライズした台湾版meromero parkへの誘導

マイクロアドの
アライアンス目的

meromero parkユーザー

尚凡資訊有限公司
(Sunfun Info Co., ltd.)

日本語サイトへのア
クセスの20％をすで
に占めていた。

台湾向けにローカライズ
し、サービスを提供

愛情公寓
(ipartment)

台湾最大のSNSサイト

業
務
提
携

登録・課金

ipartmentへの
アクセス

ipartmentからのアクセ
スを通して、meromero 
parkへの誘導・課金

サイトについての意見交換
サイトを、一部台湾のヘ
ビーユーザーが独自に開設
するまでになっていた。

潜在ユーザー
(ipartmentユーザー)

咩樂寶寶樂園
(台湾版meromero park)

愛情公寓
(ipartment)の200万
人の会員へアプ
ローチ。

合意内容

パートナーの持つ市場、事業セグメントの地位を利用して新規ユーザーの取り込み

パ
ー
ト
ナ
ー
の
条
件
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6． 現地法人設立における出資比率

 ジョイントベンチャーにおけるパートナー間の出資比率により、その契約内容やコントロールの度合いが決定さ
れる。

 出資比率による成功比率、失敗比率は以下の通りである。

100%

50%超

33.33%超

20%以上

0%

66.66%超

完全子会社化

ほぼ全ての事項で
自社の経営方針に
沿った決定を行うこ
とができる

決議事項を自社の
方針に沿った形で
決議することが可
能になる

経営上の拒否権を
持つ

商法上特別な権利
があるわけではな
いが、筆頭株主と
なれば、経営方針
を誘導できる

【日本における出資比率の規定】

成功比率 失敗比率

54% 46%

55%45%

95% 5%

出資比率

親会社 子会社＞

親会社 子会社=

出資比率に関係なく、独
立性を与えられた場合

【ストップフォードの調査による出資比率別成功比率と失敗比率】

株式上で支配的な力を
持つ場合、54%の企業が
成功であると回答した

対等な所有関係にある
場合、55%の企業が失敗
だと回答した

出資比率に関係なく、親
会社から独立性を与えら
れた場合、95%の企業が
成功だと回答した

出所：日本消費経済学会 『日本消費経済学会年報 第22集 国際ジョイントベンチャーの不安定性に関する実証研究』 (2000年)
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6． 現地法人設立における出資比率 －主要各国の出資比率ごとの株主の権限－

 国によって、普通決議や特別決議の決議に必要になる比率は異なる。

 主要各国の出資比率ごとの株主の権限は、以下の通りである。

【各国の出資比率ごとの株主の権利】

100%

0%

66.66%超

50%超

1%以上

100%

0%

66.66%超

50%超

3%以上

決議事項を自社の
方針に沿った形で
決定できる(取締役
の選任以外)

50%超

100%

0%

75%超

100%

0%

66.66%超

50%超

特別決議の事項を
自社の方針に沿っ
た形で決議できる

普通決議の事項を
自社の方針に沿っ
た形で決定できる

0.5～5%
以上

議案提出権を持つ
ことができる

ほぼ全ての事項を
自社の方針に沿っ
た形で決議できる

普通決議事項を自
社の方針に沿った
形で決議できる

議案提案権を持つ
ことができる

重要な決議事項を
自社の方針に沿っ
た形で決議できる

決議事項を自社の
方針に沿った形で
決議できる

議案提案権を持つ
ことができる

臨時決議、特別決
議の事項を自社の
方針に沿った形で
決議できる

50%超

普通決議の事項を
自社の方針に沿っ
た形で決議できる

5%以上

議案提出権を持つ
ことができる

100%

0%

日本 中国 フランス イギリス 米国

出所：各国の主要法務機関のホームページより作成
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6． 現地法人設立における出資比率 －米国大手ソフトウェア会社A社における資本政策－

 米国に本社を置く大手ソフトウェア会社A社は、日本子会社の設立に際し、米国本社が日本子会社の支配権を
維持できるような資本政策を行った。

出資比率

日本子会社設立時 上場時

100%

75%

50%

25%

0%

75.0%

VCや
現地取締役
25.0%

51.2%

VCや
現地取締役
38.9%

社員に対する
ストックオプション

10.0%

米国本社が常に50%以上の出資比
率を保つことにより、日本子会社の
支配権を維持できるような資本政策
を行った

米国本社 米国本社

【Ａ社における日本子会社の資本構成】
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7． グローバルマネジメントの留意点 －サマリ－

 グローバルマネジメントにおける留意点は、下記の通りである。

グローバル展開に
あたっての留意点

グローバル展開前の
事前準備

グローバルマネジメント
の留意点

国際機関による
グローバル展開支援

グローバル
アライアンス

海外子会社の
マネジメントチーム

グローバル人的資源

異文化への対応

グローバル展開と
各国の法律への対応

現地法人設立における
出資比率

• 本社、海外子会社、現地市場をつなぐグ
ローバル経営環境を構築することができる
マネジメントチームを作ることが必要である。

グローバルマネジメント
留意点サマリ

• 本社と各海外拠点をつなぐ役割を果たすグ
ローバル人材を配置することが必要である。

• 展開先の市場における文化や国民性に合
わせたサービスや商品を提供することが、
重要である。

• 各国の法律動向は、展開先における事業活
動に影響を与える恐れがあり、的確に対応
する必要がある。
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8

 本社、海外子会社、現地環境の3者が、効果的なネットワークでつながったグローバル経営環境を構築することが、
グローバル組織運営におけるマネジメントチームの重要な使命である。

【グローバル展開における本社・海外子会社の関係】

海外子会社

海外子会社

海外子会社

海外子会社

本社

現地環境

企業

大学政府

現地環境

企業

大学政府

現地環境

企業

大学政府

現地環境

企業

大学政府

現地環境に精通
したエキスパート

現地環境に精通
したエキスパート

現地環境に精通
したエキスパート

8.  海外子会社のマネジメントチーム

本社とのパイプ役

現地環境に精通
したエキスパート

本社とのパイプ役 本社とのパイプ役

本社とのパイプ役
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日本市場

企業

現地市場やビジネスに精通
したトップを採用

本社から信頼され、子会社
とのやり取りを行うパイプ役
になれる人材を配置

【Ｂ社の日本進出にあたっての現地マネジメントチーム】

Ｂ社本社から
の要求

Ｂ社 Japanの
主張

日本市場との
ネットワーク

 海外子会社のマネジメントチームは、本社とのパイプ役になれる人材と、現地環境に精通し、現地市場において精
力的にビジネスを展開できる人材によって構成される必要がある。

企業企業

Ｂ社 ＪＡＰＡＮ

Ｂ社

8.  海外子会社のマネジメントチーム －米国ソフトウェアパッケージ会社Ｂ社の日本チーム－

現地子会社代表本社との
パイプ役
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9． グローバル人的資源

 本社と各海外拠点をつなぐ役割を果たすグローバル人材を配置することで、グローバル組織全体としての能力
を効果的に活用することが可能となる。

 グローバル人材に求められる素質は、各拠点によって異なる。

• 本社としての方針を現地へ的確に伝える
• 海外進出国の事情に詳しく、現地スタッ
フとのコミュニケーションがとれる

• 本社側の方針を明確に受け取り、現地スタッフに的確な指示を与える
• 海外拠点側の意思を本社側へ的確に伝達する
• 現地の文化・習慣・言語に精通している

本拠地

グローバル人材

【グローバル組織の人材配置】

海外拠点

グローバル人材

海外拠点

グローバル人材

海外拠点

グローバル人材
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9． グローバル人的資源 －リアルコムのグローバル人材配置－

 グローバル組織を運営するにあたって、各拠点に現地対応が可能で、かつ本拠地とのコミュニケーションが円滑
にとれるグローバル人材を配置することが必要である。

【リアルコムのグローバル人材配置】

インド開発拠点

日本開発チーム アメリカ開発チーム

開発におけるグローバル人材

日本開発拠点

開発におけるグローバル人材

米国開発拠点

開発におけるグローバル人材

アメリカ製品
の開発指示

日本製品の
開発指示

リアルコム日本本社

マネジメントにおけるグローバル人材

• 常にグローバルの視点で経営を行うこと
ができる能力が必要

• 各国の拠点において文化の違いがあるこ
とを認識し、それに適応したマネジメント
スタイルを取って行くことができる

• 本拠地の指示のみに従って動くのではなく、現地の状況に応じて常に柔軟的に対応することができる姿勢が必要
• 各拠点とのコミュニケーションにおいて電話やチャットなどのリモートでのコミュニケーションが取れる

日本開発拠点へのマネジメントに関する指示 米国開発拠点へのマネジメントに関する指示
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10． 異文化への対応

 グローバル経営を行う上で、展開先での異文化への対応は重要な課題である。

 展開先の市場における文化や国民性に合わせたサービスや商品を提供することが、グローバル展開するにあ
たっての重要な成功要因として機能することもある。

【異文化理解への観点】

言語言語 教育教育 宗教宗教

など

社会

商習慣商習慣
組織
風土
組織
風土

組織
文化
組織
文化

など

組織

価値観価値観 思考思考
ライフス
タイル
ライフス
タイル

など

個人

企業向け
商品・サービス

顧客向け
商品・サービス

文化

展開元市場

展開先市場

企業の提供する商品、サービスのタイプ
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10． 異文化への対応 －中国版ミクシィ－

 展開先の社会状況や市場のトレンドに対して、敏感に対応することで、ターゲット市場における顧客がそれらに
対してどういう行動をとっているのかを分析し、対応していく必要がある。

中国人ユーザー日本人ユーザー

mixiu
(中国語版mixi)

mixi
(日本語版mixi)

言語言語

機能機能

文化文化

日本語

基本的な機能

実際(リアル)な友人とのコ
ミュニケーションサイトとし
て提供

【中国語版mixiへの対応】

すべて中国語で対応

基本的な機能は日本と同じだが
フォト機能などは利用シーンに応じ
たローカライズを実施し充実

現地のトレンドやユーザー特有のラ
イフスタイルに合わせて、バーチャ
ルな関係上でも楽しめる機能(ゲー
ムなど)を積極的に追加

日本語版 中国語版

異文化対応
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11． グローバル展開と各国の法律への対応

 展開先の市場への参入にあたって考慮しなければならない法律環境は、企業活動の規制に関するものと、企業
資産の保護に関するものと2種類ある。

 2種類それぞれの観点について、展開先市場におけるリスク分析を行い、事前に対応策を検討しておくことが重
要になる。

【日本市場と海外市場における法律環境の違い】

日本市場

ある程度自由に企業活動
を行える法律環境

企業の資産を守る法律環
境が整備されている

海外市場

過度な規制により企業活
動がしにくい法律環境

企業の資産を守る法律環
境が整備されていない

グローバル展開
におけるリスク

事前に自己防衛策を
検討する

事前に対応が必要な
法令を詳細に確認する

ある程度自由に企業活動
を行える法律環境

企業の資産を守る法律環
境が整備されている

リスクへの対応
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11． グローバル展開と各国の法律への対応 －DeNAの中国進出－

 各国の法律動向は、展開先における自社の活動に影響を与える恐れがあるため、企業を取り巻く法律環境の未
整備状況と展開先市場における厳しい規制に対応しなければならない。

中国版モバゲータウン (加加城)

【DeNAの中国での法律対応】

ユーザー

ライセンス ライセンスライセンス

コピーサイトコピーサイトコピーサイト

コピーサイトへのアクセ
スに対しての抵抗感や
罪悪感は薄い。

中国のインターネッ
ト市場には、本物に
匹敵する高クオリ
ティのコピーサイトが
散乱している。

各サイトを立ち上げるにあ
たってのライセンスがそれ
ぞれ必要であり、かつ取得
までの申請期間が長い。

企業を取り巻く法
律環境の未整備

展開先市場における
厳しい規制
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11． グローバル展開と各国の法律への対応 －法務サポート－

 展開先の法律への対応については、現地の法律に精通した弁護士や専門家からのアドバイスを参考にして、適
切な対応をとることが必要である。

 特に、現地のパートナーとの契約締結の必要がある場合は、日本と展開先の国の両方の国の法務に詳しい専
門家の意見を聞くことが重要である。

【パートナーとの契約締結にあたって】

日米の企業でジョイントベンチャーを
立ち上げる場合

ジョイントベンチャー C社

A社 B社

準拠法は何法に
するのか？

日本語と英語の契
約書のどちらを原
本にするのか？

契約内容は、全て
記載されている
か？

裁判になった場合、
どちらの国で裁判
を行うのか？

現地の法律事務所 監査法人 日本の法律事務所

法務サポート

契約内容の翻訳、
確認

現地の弁護士や
専門家の紹介

契約締結

法務サポート法務サポート
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